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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年５月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年８月１８日 ２１時４０分ごろ 

発生場所 山口県宇部市宇部港南方沖 

宇部港西防波堤灯台から真方位１７４°３.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５２.３′ 東経１３１°１４.４′） 

事故の概要 貨物船第三十六親
おや

力
りき

丸は、西進中、また、漁船大和
や ま と

丸は、東進中、

両船が衝突した。 

 第三十六親力丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、大和丸

は、左舷船首部かんぬきに圧損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年８月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第三十六親力丸、４９９トン 

 １３４８０５、親力海運株式会社 

 ７０.２８ｍ×１３.００ｍ×７.２２ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成８年３月１５日 

Ｂ 漁船 大和丸、４.９トン 

   ＹＧ３－５３５７８（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.３０ｍ（Lr）×２.９５ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４８.２０kＷ、昭和６３年７月３０日 

   第２９１－４３６２８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６５歳          

 五級海技士（航海） 

   免 許 年 月 日 昭和４９年１２月２０日 

   免 状 交 付 年 月 日  平成２３年５月２６日 

    免状有効期間満了日 平成２８年６月４日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成２年６月７日 

    免許証交付日 平成２７年５月１８日 

           （平成３２年６月６日まで有効）   

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部かんぬきに圧損等 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、平成２７年８月１８日０９時

０５分ごろ関門港へ向けて岡山県岡山市岡山港を空船で出港し、夜間

となった宇部港南方沖を法定灯火を表示して西進した。 

船長Ａは、２１時３０分ごろ前直の航海士から引き継いで単独で当

直につき、レーダーを１.５Ｍレンジとし、約１４ノット（kn）の速

力（対地速力、以下同じ。）の自動操舵で航行中、右舷船首方の海面

付近に白灯２個を認め、漁網の目印用の灯火と思った。 

船長Ａは、船首方に支障となる他船を認めなかったので、前路に他

船はいないものと思い、椅子に腰を掛けて時折レーダー画面を見なが

ら見張りをしていたところ、２１時４０分ごろ、左舷船首方に緑色の

灯火が見え、その直後にＢ船を認めた。 

船長Ａは、Ｂ船と衝突したのではないかと思ったが、Ｂ船の後部に

いる乗組員の動作と黄色の回転灯が点灯されたのを見て、衝突してい

ないと思い、航行を続けて関門港に入ったところ、海上保安官から衝

突事故の有無を問われた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、漁ろうに従事している船舶の灯

火である緑色の全周灯及び白色の全周灯を表示して宇部港南方沖で底

びき網漁を行っていた。 

Ｂ船は、約２～３kn の速力で東進中、船長Ｂが、２１時３５分ご

ろに接近するＡ船を認めたものの、航行する他船が漁ろうに従事して

いるＢ船を避けてくれるものと思い、船尾甲板で漁獲物の選別を行っ

ていたところ、波の音から接近するＡ船に気付いたが、どうすること

もできず、Ｂ船の左舷船首部とＡ船の左舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、宇部港に入港し、船長Ｂが、所属する漁業協同組合を通じ

て海上保安庁に他船と衝突した旨を通報した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

参照） 

 その他の事項 

 

Ａ船は、空船により船首が浮上して船首方約２０°の範囲に死角を

生じていた。 

船長Ａは、当直中、レーダー画面を切り替えることなく、１.５Ｍ

レンジで使用していた。 

船長Ｂは、漁ろうに従事している船舶の灯火を表示していたので、

航行中の他船が避けてくれるものと思っていた。 

船長Ｂは、Ａ船との衝突により左舷側の底びき網用のワイヤが切れ

たこともあり、黄色の回転灯を点灯して他船に注意を促していた。 

分析  
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、宇部港南方沖を西進中、船長Ａが、前路に他船はいないも

のと思い、船首方の死角を補う見張りを適切に行っていなかったこと

から、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、船首方に支障となる他船を認めなかったので、前路に他

船はいないものと思ったと考えられる。 

 Ｂ船は、宇部港南方沖で底びき網漁をして東進中、船長Ｂが、漁獲

物の選別作業をしていて見張りを適切に行っていなかったことから、

Ａ船と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、航行する他船が漁ろうに従事しているＢ船を避けてくれ

ると思っていたことから、漁獲物の選別作業をしていたものと考えら

れる。 

原因  本事故は、夜間、宇部港南方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が底

びき網漁をして東進中、船長Ａが、前路に他船はいないものと思い、

船首方の死角を補う見張りを適切に行わず、また、船長Ｂが、漁獲物

の選別作業をしていて、見張りを適切に行っていなかったため、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船首方に死角が生じる場合には、死角を補う見張りを適切に行う

こと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

事故発生場所 

（平成２７年８月１８日 ２１時４０分ごろ発生） 

Ａ船進路 

Ｂ船進路 

下関南東水道第４号灯浮標 

宇部港第２号灯浮標 

推薦航路 

21:35 

山口県宇部市 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

船首方位 

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力 

(kn) 

21:30:53 33-51-39.3 131-16-57.6 - 283.0 13.4 

21:31:54 33-51-42.5 131-16-41.8 - 283.8 13.5 

21:32:22 33-51-44.2 131-16-33.9 - 284.2 13.6 

21:33:22 33-51-47.4 131-16-17.9 - 284.4 13.7 

21:35:53 33-51-57.5 131-15-38.6 - 288.5 13.7 

21:36:53 33-52-02.1 131-15-23.0 - 288.1 13.6 

21:37:52 33-52-06.3 131-15-07.9 - 289.2 13.5 

21:38:52 33-52-10.8 131-14-52.6 - 288.1 13.5 

21:40:52 33-52-19.8 131-14-21.8 - 290.5 13.6 

    ※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路は 

真方位である。 

 

 

 


